
別記振動工具の製造事業者・輸入事業者団体の長 澱

基発 0710第 4号

平成 21年 7月 1013

厚生労働省労働基準局長

振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値Jの測定、表示等について

振動障害予妨対策については、チエンソー取扱い作業指針(自前日 50年 10月 20

日付け基発第 610号の別添2)、チエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振

動障害予防対策指針(昭和 50年 10月 20日付け基発第608号の別添)等により

推進し、振動障害の新規認定者がj成少するなど、一定の成果が見られているところで

す。

しかしながら、振動の周波数、振動の強さ、振動ばく露時間により、手腕への影響

を評価し、振動障害予防対策を講ずることが有効であること等を踏まえて、今般、国

際標準化機構(ISO)等が取り入れている「淘波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値」

及び「振動ばく露時間Jで競定される 1日8時間の等価振動加速度実効値(日振動ば

く露量A(8))の考え方等に基づく対策を推進することとし、別添 1及びlliJ添2のとお

り上記作業指針等を定めたところです。

これらの対策を労働者に振動工具を使用させる事業者が実施するためには、振動工

具の製造事業者等が、 「屑波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値Jの測定、表示等

を行うことが必要です。

つきましては、貴団体におかれましでも、上記作業指針に示したチェーンソー及び

チェーシソー以外の振動工具で労働者が取り扱うものを製造し、又は輸入する会員事

業者等に対して、 lliJ添3の取組について局知等をお願いいたします。

なお、昭和 63年 1月8日付け基発第 11号「手持動力工具(チェーンソーを除く。)

の工具振動レベル測定方法についてJは廃止することを申し添えます。



(別添)

振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値j の測定、表示等について

1 f周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値」の測定・算出

振動工具について、 「潤波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値」を以下に示す

ところにより測定・算出すること。

(1)測定方法等

振動加速度の測定(以下「振動測定Jという o )は、 f]1SB7762J (I 

S08662)、 f1S022867J 、 fEN60745J又は fEN501

44 Jの)1慎によるべき測定規格を検討し、下記に留意の上、測定すること o

これらの測定規格によりがたい場合は、 f]1SB7761-2J に準拠した

振動測定とすること。

なお、これらを踏まえた振動工具ごとのよるべき測定規格は別紙 1のとおりで

あること。

ア f]1SB7762Jによる族動測定

f]ISB7762Jfこf;j:，単軸(直交3軸のうち Z軸又は優先軸 (3軸の

うち最大の振動値を示す軸左いう。)での測定を規定している箇所があるが、

3軸同待測定を行い、振動合成値を求めること。ただし、 3翰悶持測定が困難

な場合、同一視リ定条件で3軸を順次測定して得た値から振動合成値を求めるこ

とも可能であること。

また、 1S08662等に基づいて単軸測定した測定データが既にある振動

工具については、当該単軸{直に1.7を乗ずる換算により周波数補正振動加速度

実効伎の 3軸合成値の相当値を求めることも可能で、あること。

なお、当該値を取扱説明書、ホームページ等で公開する場合は、単軸値に1.7

を乗じた値であることを明記すること。

イ f1S022867Jによる振動測定

エンジンチェーンソー及びブッ、ンュクリーナーについては、 1S02286

7 2004により振動測定を行うこと。

排気量40立方センチメートル以上のエンジンチェーンソーについては、チ

ェーンソーの規格(昭和 52年労働省告示第85号)により振動測定の方法が

示されているが、排気量40:s1:方センチメートル未満のチェーンソーを含めて

当該方法による振動加速度の最大値を求めるために行った周波数分析の測定デ

ータ等から換算し周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値の相当値を求める

ことも可能であること。()lIJ紙2参照)

なお、当該{直を取扱説明書、ホームページ等で公開する場合は、チェーンソ

ーの規格による測定データの換算値であることなどを明記すること。

ウ f]1SB7761-2Jによる振動測定

fJ1SB7761-2Jによる測定方法の場合、 f]1SB7761-2 



:2004J (手腕振動系一第2部:作業場における実務約測定方法)に従い

振動測定を行うこと。

なお、当該{症を貫主扱説明書、ホームページ等で公開する場合は、 f J I S B 

7761-2・2004Jの f9. 報告すべき情報j に規定する項目を明記す

ること。

エ演u定器

振動測定に用いる測定器は、 fJISB7761-1 2004J、 f J I 

SB7761-3 2007J (IS08041 2005、 IS05349

-1 2001)の要求事項を満たすことが必要であること。

なお、 1/3オクターブ分析が行える測定器で3軸同時に、又は順次測定し、

JISB7761-3 田 2007に規定する周波数補正宏行って、舟波数補正

振動加速度実効値を得ることも可能であること。

(2 )周波数補正

振動が手腕に与える影響は、周波数によって、その度合いが異なることから、

周波数に応じて、その影響を補正する手腕振動補正を、 fIS05349-1 ・

2 0 0 7 J及び fJISB7761-3 2007J により行うこと。ただし、

測定に、 fJISB7761-1・2004J (IS08041 2005)、

fJISB7761-3 2007 (IS05349-1 2001)の規定を

満たす手腕振動計を使用する場合、得られる振動値は、周波数補正を含んだもの

であり、改めて補正する必要はないこと。

(3 )馬波数補正振動加速度実効伎の 3軸合成値

周波数補正振動加速度実効値の 3軸 (X軸、 Y軸、 Z軸)の合成値を式①によ

り求めること。ただし、振動測定に、 fJISB7761-1:2004J (I 

S08041・2005)、 fJISB7761-3:2007J (IS05 

349-1 2001)の規定を満たす手腕振動計を使用し、 3軸同時測定を

行う場合は、表示値が 3軸合成値であること。

I ~ 2 2 2 aL.. =../a:.. +a 十aV L<hwx I L<hwv I uhwz 
-・①

ahwx、ahwy、丸山は、それぞれX輪、 Y車由、 Z軸の周波数補正振動加速度実効値

2 表示等

(1)振動工具本体への表示

「周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値j を振動工具に表示すること。た

だし、 2.5m/s2未満である場合は、その旨を記すことでも足りるものであること。

( (2) において同じ。)

チェーンソーについては、チェーンソ}の規格第4条の規定に基づく表示に加

えて 3軸合成値を表示すること。



( 2)取扱説明書等への記載

ア 振動工具を使用する事業者に渡す振動工具の取扱説明書、カタログ、ホーム

ページ等に次の事項を明記すること。

(ア)周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値

(イ)振動澱定の準拠規格

(ウ) (ア)の 3斡合成値が 3軸測定により得た振動合成値でない場合にあって

は、その値を得た根拠

(エ)振動測定が f]ISB7761-2 2004Jによる場合にあっては、

測定方法・条件等及び f]ISB7761-2 2004Jの f9.報告す

べき情報Jに規定する項目

(オ)振動工具の重量

イ アの(ア)から(オ)までに掲げる事項のほか、振動工具の使用者が適切に臼振

動ばく露最A(8)に基づく対策を講ずることができるよう、 1日当たりの振動ば

く露限界時間の算出方法等の説明を記載し、又は算出方法等を記したパンフレ

ットを添付し、又はカタログ、ホームページ、取扱説明書等に明記すること。

3 点検・整備等の時期等の表示

振動工具について、製造時の振動加速度レベルを劣化させないための点検・整備

について、その具体的な時期、その対象となる工具の状態、その方法等を、振動工

具の取扱説明書、カタログ、ホームページ等により示すこと。



(別紙1)

対象工具 適用される制定規格

1 チェ←ンY← 15022867 - 2004 
燃林業1機械一内撚機関をもっ可搬式手持ち機械のための振動試験コードーハンドルでの掻動 I内

EN 60745 - 2 -1 3 chain saws (電気l

由 さく岩機 ] 1587762 - 3 :2006 平持ち可[指電式気動ー力工具ハンドルにおける振動測定方法第3部'ロ yクドリル友びロ 夕日
ハンマ 笠宮正圧ー油圧・内慌l EN 60745 - 2-6 "目前ners[電気]

申 チ yヒ'ングハンマー JIS B7762 - 2:2006 
手持ち可揃式動力工具I ハンドノレにおける握動内燃測定]方法 第 2部:チァピングハン7及m
ベッティングハンマ 電気，空気圧，抽庄司 EN 60745 - 2-6 l祖国ners(電気]

申 ロペッティングハンマ} ]IS E7762 - 2:2006 手持ち可ィ搬ン式グ動ハ力ン工具【 ハ〆空ド気ルに匡おー泊げる援助内燃副定】方法 第2部 テッピングハンマ及びり
ベッデ マ電気・ [1'. EN 60745 - 2-6 ""四~ers [電気]

@ コーキングハンマー J 15 B7762 - 2 :20日E 手持ち可イ権ン式グ動ハ力ン工具【 ハンドルにお油け圧る援・酷内剖燃定l方法 第2部'チッピングハンマ及'"
ベァテ マ電気・空気圧ー EN 60745 - 2-6 "，開.crs[電気]

⑤ ハンドハンマー 11587762 - 2:2006 手持ち百T栂式グハ動力工7具I ハンドルにお油ける掻E内掴燃'1定l方法 第2部 チッピングハンマ及びリ
ベ γティン ン 電気・空気圧・庄・ EN 60745 - 2-6 岡田冊目[電気}

@ ベビーハン7- ]1587762 - 2・2006 手持ち可縄式動力工7具1電一ハ気ンドルにおける彊動自燃暫定I方法 第2部:チッピングハンマ及'"
-̂ -，yティングハン ・空気圧・油圧'内 E N  60745 - 2-6 "，醐ers(電気i

ピストンによる
手持ち7可搬I式電動気力空工気具臣ーハ・ンドルにおける援助測定方法 第 5部:舗装プレ カ及"謹設作業2 打撃機構を有す ⑦ コンクロートプレーカー JlS 87762 - 5:2006 用ハン ・ 棉庄・内婚1 EN 60745 - 2-6 h百四ers[電気l

る工具

③ 主主ケーリングハン~- ]IS 87762 - 2:20臼6 手ペ持ッテち可ィ権ン式グ動ハ力ン工マ具I電ーハ気ン・空ド気ル庄にお・け油圧る援・助内制燃定]方法 第 z部 a チッピングハン7及v:y EN 60745 - 2-6 hammers [電気]

@ サンドランマー ]IS B7762 - 9:2006 手し持]ち百I控式動力工具 ハンドルにおける拒動制定方法 第日部:フン~ [動力甑の担定な
EN 60745 2-6 hamm日，，[電気]

⑮ ピックハンマー J 1 S B7762 - 5 :2006 苧持ち可マ撮[電式気動力工空気具圧ーハ，ンドルにおけlる握動帯j定方法 第5部:舗装プレ カ及び建設作業
用ハン ー 拙圧ー内燃 EN 60745 - 2-6 "，刷ners[電気]

@ 多針タガネ J 1 5 B 7 7 6 2 - 14: 2006 
手持ち可搬式動力工具ハンドルにおける接動測定方法第"部，石工工具及び多針たがね

E N  60745 - 2-6 ""同~ers [電気lI空気匡又l立柚庄1

⑫ オ}トケレン }15 87762 - 2:2006 手持ち可蝿式グ動ハ方ン工具[ ハン空ド気ル圧にお・ける振動部定l方法 第2部，チッピングハン7及び臼
ベッティン マ電気， 油圧・内燃 乞N 6，0745 - 2-6 hammers (電気]

⑬ 電動ハンマー ]JS 87762 - 5:2006 手用持ち冒'"控I式電動気力工空具気圧ーハ・ンドルにおけiる拒助制定方法 第5部:舗装プレ カ及び建設作業
ハン + 拍庄』内燃 EN 60745 - 2-6 ""冊目，，[電気]

す式内燃のる機工も関を内践
申 エンジンカッター J 1 S B 7 7 6 2 - 12: 2006 手持ち可蝿式動力工具回転ーハ動ンドルにおける振動力測甑定方規法定 第"部:往榎動作ののこぎ唖及びゃ

すり並びに揺動又" 作ののこぎ哩 I動 の なL[
3 具の〉 (可搬

母 プッシZ ク口一ナ} 15022867 - 2004 傑林業I機械 内燃機関をもっ可蝿式手持ち機械のための握動試験コ ドハンドルでの振動 i内

① 携帯用皮はぎ機 ]IS B7761 - 2:2004 作業場における実務的制定方法

4 回転工具 ② サンダー )lS 87762 - 8:2006 手持ちロJ掘式動力工具 ハY ドルにおける振動制I定空方気匡法又一第は他8部 ポ1J:;tシ，及びロ タF並 EN 60745 2-3 grinders， polishers and disk-typ由回目ders[電I気電気] 
"にオーピタノレ及uランダムオーピタルサンダ の手段] EN 60745 - 2-4 Sanders and polishers other than disk-typ巴}

申 パイプレーシ冒ンド"レ ]IS 87762 - 6:2日開 平の持規ち定可な蝿し式I動力工具 ハンドルにおける据動測定方括 第6部:インパヂトドリル[動力源 εN 60745 - 2-1 drills and impact drills (電気]

由 携帯用タイタンパー ] rs B7762 - 9 :2006 手し持Iち可蝿式動力工具 ハンドルにおける振動01定方法第百部:ラン~[動力源の親定な

5 握動体内蔵工具
コンクリ トバイプレ

国
ター

EN 60745 - 2-12 回目cretevibrat口，，[電気i J 1 S B 7 7 6 1 -2:2004 作業場における実務的測定方法

携帯超用え研削盤(使用するといしの直在が150mm ]IS B7162 - 4:2006 手の持手段ち可I蹟式動力工具 ハンドルにおける振動静j定方法 第4部 a グ7インダ I空気圧又は他
EN 60745 - 2-3 grinders， polishers and dísk~type sanders [電気]

E を るもの)

スインえグ研る削も肱(使用するといしの直径が150m
J15 B7761 - 2:2004 作業場における実務的測定方法

mを超 の)

7 卓上用研削盤、m又mはを床超上え式る研も1¥の4盤)(使用するとい
しの直径が150 JJS B7761 - 2;2004 作業場における実務的捌定方法

8 締付工具 ① イン"クトレンチ J!S 87762 - 7:2006 手li持ヲち可搬ッ式ト動動力作工具 ハンドルにおける鑑動捌定方法 第 7部 イIンパクト、インパルスヱ
チ~V ト のレン子、スタ自ュードライバ及びナクトランナ空気圧又は油fEJ EN 60745 2-2 screwdriv日rsand i町古ctwrenches I電気]

由 パイプレーションシャー J 1 5 B 7 7 6 2 - 10: 2006 
平持ち圧可搬I式動力工具 ハンドルにおける振動測定方法 第1日部:ープ7及uシャ [空気圧

EN 60745 - 2-呂 shears and nibblers [泣気]又i主抽
9 往復動工具

岳 ジグソー J 1 S B 7 7 6 2 - 12; 2006 す手持り並ち可び搬に揺式動動力工具 ハンドルにおけるi張動開定方法 第IZ部 往誼動作ののこぎ廿及びや
又は回転勤作ののこぎり 動力源の視定なしI EN 60745 - 2-11 士eClprocatl日耳 目阿(jigand s日bresaws) (電気]



(jjlj紙2) 

「チェーンソーの規格」による振動加速度から振動合成値への換算について

チェーンソーの規格による測定値から振動合成値への換算については、 6.3~500Hz 

の1/3オクターブ帯域すべての 3軸の振動加速度測定値に、日IJ紙 3の r1/3オク

ターブノ〈ンド量を周波数補正量に変換するための、周波数制限を伴う手腕振動の周波

数補正係数民;Jを使用して、 x、y、z3軸の周波数補正加速度実効値 ahwを次の式②か

ら算出し、 3軸の振動合成値引vを式①により求めること。

a h， = l/L (w山)'②

ここに Whi : jjlJ紙3!こ示す1番目の1/3オクターブバンド

のための補正係数

ahi 1番目の1/3オクターブバンド中で測定した

加速度実効儀(rn!S2) 

なお、チェーンソーの規格において測定することが求められていない 10Hz以下の帯

域及び 500Hzを超える帯域の測定値を別途入手することが必要であること。



注.)

注b)

113オク事ーブバンド量を盾波数補正量に変換するための、

周波数制限.)を伴う手腕振動の周波数補正係数 Whi

ISO 5349-1 (JIS B 7761-3) 抜粋

周波数パンド番号b) 公称中央周波数 補正係数

1 Hz Whi 

8 6.3 0.727 

9 8 0.873 

10 10 0.951 

11 12.5 0.958 

12 16 0.896 

13 20 0.782 

14 25 0.647 

15 31.5 0.519 

16 40 0.411 

17 50 0.324 

18 63 0.256 

19 80 0.202 

20 1C日 0.160 

21 125 0.127 

22 160 0.101 

23 200 0.0799 

24 250 0.0634 

25 315 0.0503 

26 400 0.0398 

27 500 0.0314 

28 630 0.0245 

29 800 0.0186 

30 1C日日 0.0135 

31 1250 0.00894 

フィノレク応答及び許容{直用， JIS B 7761-1を参照する。

添え宇 11土， JIS C 15141乙従った周波数帯域番号。

(別紙 3)



(参考1)

チェーンソー取扱い作業指針

第 1 事業者の措置

事業者は、本指針を遵守するとともに、本指針が労働者に守られるよう、必要

な措置を講ずること。

1 チェーンソーの選定基準

次によりチェーンソーを選定すること o

(1) 防振機構内蔵裂で、かつ、振動及び騒音ができる限り少ないものを選ぶこと。

( 2 )できる限り軽量なものを選び、大型のチェーンソーは、大径木の伐倒等やむ

を得ない場合に限って用いること。

( 3 )ガイドパーの長さが、伐倒のために必要な限度を超えないものを選ぶこと。

2 チエ}ンソーの点検・整備

(1)チェーンソーを製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法によ

り定期的に点検・整備し、常に最良の状態に保つようにすること。

( 2 )ソーチェーンについては、目立てを定期的に行い、予備のソーチェーン安業

務場所に持参して適宜交換する等常に最良の状態で使用すること。

また、チェーンソ一安使用する事業場については、 「振動工具管理責任者」

を選任し、チェーンソ}の点検・整備状況を定期的に確認するとともに、その

状況を記録すること。

3 チェーンソ}作業の作業時間の管理及び進め方

(1)伐倒、集材、運材等を計画的に組み合わせることにより、チェーンソーを取

り扱わない日を設けるなどの方法により 1週間のチェ}ンソ}による振動ばく

露時間を平準化すること。

( 2 )使用するチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値」を、

表示、取扱説明書、製造者等のホームページ等により把握し、当該値及び 1日

当たりの振動ばく露時聞から、次式、別紙の表等により 1日8時間の等価振動

加速度実効値(日振動ばく露最A(8)) を求め、次の措置を講ずること。

日振動ばく露量 ル axJf[m/s'] 

(a[m/s'Jは周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値、

T[時間]は 1日の振動ばく露時間)

ア 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値 (5.0m/s') を超えることが

ないよう振動ばく露時間の抑制、低振動のチエ}ンソーの選定等を行ラこ

と。



イ 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値 (5.Om/8') を超えない場合

でおあつでも日振動ばく露対策値 (2目 5m/8')を超える場合には振動ばく露待問

の抑制、低振動のチェーンソーの選定等の対策lこ努めること。

ウ 日振動ばく露限界値 (5.Om/8')に対応した 1日の振動ばく露時間(以下「振

動ばく露限界時間JTしという。)を次式又は別紙の表等により算出し、これ

が2時間を超える場合には、当面、 1日の振動ばく露時間を 2時間以下とす

ること。

振動ばく露限界時間 ト争[時間]

(a [m/82Jは周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値)

ただし、チェーンソ}の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書

等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々のチェー

ンソーの「周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値Jaを、点検・整備

の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が

当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでない

こと。

なお、この場合であっても 1日のばく露時間を4時間以下とすることが

望ましいこと。

エ 使用するチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値Jが

把握できないものは、類似のチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効伎

の3軸合成伎Jaを参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが 2時間を超

える場合には、 1日の振動ばく露時間を 2時間以下のできる限り短時間とす

ること。

( 3 )チェーンソーによる 1連続の振動ばく露時間は、 10分以内とすること。

(4 )事業者は、作業開始前に、 ( 2) ワ及びエに基づき使用するチェーンソーの

1日当たりの振動ばく露限界時間から、 1臼当たりの振動ばく露時間を定め、

これに基づき、具体的なチェーンソーを用いた作業の計罰を作成し、書面等に

より労働者に示すこと。

なお、事業者は、同一労働者が 1日に複数のチェーンソー等の振動工兵を使

用する場合には、個々の工具ごとの「周波数補正振動加速度実効伎の 3軸合成

{直J等から、次式により当該労働者の日振動ばく露量A(8)を求めること。

a山



ールah(Z)Fト/S2]

(3h• ，附)】は 1 番目の作業の 3 軸合成値、 T，は 1 番目の作業のばく露時間、

nは作業の合計数、 T.はn伺の作業の合計ばく露時間)

( 5 )大型の重いチェーンソーを用いる場合は、 1日の振動ばく露時間及び一連続の

振動ばく露時間を更に短縮すること。

4 チェーンソーの使用上の注意

(1)下草払い、小枝払い等は、手鋸、手おの等を用い、チェーンソーの使用をでき

る限り避けること。

( 2 )チェーンソーを無理に木に押しつけないよう努めること。また、チェーンソー

を持っときは、肘や膝を軽く曲げて持ち、かっ、チェーンソーを木にもたせかけ

るようにして、チェーンソーの重量をなるべく木で支えさせるようにし、作業者

のチェ}ンソ」を支えるカを少なくすること。

( 3 )移動の際はチェーンソーの運動を止め、かっ、使用の際には高速の空運転を

極力避けること。

5 作業上の注意

(1)雨の中の作業等、作業者の身体を冷やすことは、努めて避けること o

( 2 )防振及び防寒に役立つ厚手の手袋を用いること。

( 3)作業中は軽く、かつ、暖い服を着用すること。

(4)寒冷地における休憩は、できる限り暖かい場所でとるよう心掛けること。

( 5)エンジンを掛けている時は、耳栓等を用いること o

6 体操等の実施

筋肉の局部約な疲れをとり、身体の健康を保持するため、作業開始前、作業開

及び作業終了後に、首、肩の回転、ひじ、手、指の屈伸、腹の曲げ伸ばし、腰の

回転を主体とした体操及びマッサージを毎日行うこと。

7 通勤の方法

通勤は、身体が冷えないような方法主?とり、オートパイ等による通勤は、でき

る限り避けること o

8 その他

(1)適切な作業計画を樹立し、これに見合う人員を配置すること。

( 2) 目立ての機材を備え付けるようにすること。

( 3 )ソーチェーンの目立て、チェーンソーの点検・整備、日振動ばく露量A(8) 



に基づくチェーンソ}の適亙な取扱いについての教育を行うこと。

(4)暖房を設けた休憩小屋等を設霞すること。

( 5 )防振手袋、耳桧等の保護具を支給すること。

第 2 労働者の措置

労働者は、第 lの1から 8までに掲げる事項を遵守するとともに、振動障害の予防

のため事業者が講ずる措霞に協力するように努めること。
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日振動ばく露量A(8)の対数表
(51IJ紙)
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振動ばく露限界値 (5.Om/s2:日振動ばく露量 A(8))以下で第1の3 (2)ウただし書の場合



(参考 2)

チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針

1 対象業務の範囲

この指針は、次の業務を対象とするものであること。

( 1 )ピストンによる打撃機構を有する工具を取り扱う業務

( 2 )エンジンカッタ一等の内燃機関を内蔵する工具で、可搬式のもの(チェー

ンソーを除く o )を取り扱う業務

( 3 )携帯用の皮はぎ機等の回転工具を取り扱う業務( (5) の業務を徐く o ) 

( 4 )携帯用のタイタンパ一等の振動体内蔵工具を取り扱う業務

( 5 )携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型

式の研削盤(使用する研削といしの直径(製造待におけるものないう。以下同

じ。)が 150mmを超えるものに限る。)そ取り扱う業務(金属、石材等を研削

し、又は切断する業務に限る。)

( 6 )卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が 150mmを超える

ものに限る o)を取り扱う業務(鋳物のばりとり又は溶接部のはつりをする業

務に限る。)

(7)締付工具を取り扱う業務

( 8 )往復動工具を取り扱う業務

なお、 (1)から(8 )までに掲げる業務で使用されるチェーンソ}以外の具体

的な振動工具(以下「振動工具Jという。)は別紙1のとおりであること。

2 振動工具の選定基準

(1) 1の(1)から(8 )まで((6) を除く。)に掲げる業務に用いられる

工具を使用する際は、次の要件に適合しているものを選定すること。

ア振動

(ア)振動ができるだけ小さいものであること。

(イ)使用に伴って作用点から発生する振動が、発生部分以外の部分へ伝達

しにくいものであること。

(ウ)次の要件に適合するハンドル又はレバー(以下「ハンドル等」という。)

が取り付けられているものであること。

a そのハンドル等のみを保持して作業を、行うことができるものであ

ること。

b 適正な角度に取り付けられており、通常の使用状態で手指及び手賞

に無理なカをかける必要がないものであること。

C 工具の重心に対し、適正な位援に取り付けられているものであるこ

と。

d 防振ゴム等の妨振材料を介して工具に取り付けられているもので

あることが望ましいこと。



e にぎり部は、作業者の手の大きさ等に応じたものであること。

f にぎり部は、厚手で軟質のゴム等の防振材料で覆われているもので

あることが望ましいこと。

イ重量等

(ア)エンジンカッター、携帯用研削盤その他手で保持し、かっ、その重量

を身体で支えながら使用する振動工具については、軽量のものであるこ

と。

(イ)作業に必要とする大部分の推力が機械カ又はその自震で得られる

ものであること。

(ウ)エアホース又はコードは、適正な位霞及び角度に取り付けられている

ものであること。

なお、エア}ホースの取付部は、自在型のものであることが望ましい

こと o

ウ騒音

圧縮空気を動力源とし、又は内燃機関を内蔵する振動工具については、

吸排気に伴って発生する騒音を軽減するためのマフラーが装着されている

ものであること。

エ排気の方向

圧縮空気安動力源とし、又は内燃機関を内蔵する振動工具は、作業者が

直接マフラーからの排気にさらされないものであること。

( 2) 1の(6 )に規定する振動工兵を使用しようとするときは、振動加速度が

できるだけ小さいものとするとともに、加工の方法、被加工物の大きさ等に

適合している支持台(ワークレスト)が取り付けられているものを選定する

こと。

3 振動作業の作業時間の管理

(1)振動業務とこれ以外の業務を組み合わせて、振動業務に従事しない日を設

けるように努めること。

( 2 )使用する振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値Jを、振動工

具への表示、取扱説明書、製造者等のホームベ}ジ等により把握し、当該値及び

1日当たりの振動ばく露時聞から、次式、別紙2の表等により B振動ばく露量A

(8)を求め、次の措置を講ずること o

日振動ばく踊 ル ax正lいm/νlν/
(いa[m/九Sジ刊2つ]μlは立周波数補正振言努動雪訪j力加日i速奉度実効f値直の 3斡合成{値直、

T[時間]は 1Sの振動ばく露時間)

ア 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値である 5.Om/ 8'を超えることが

ないよう振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等を行うこと。



イ 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値 (5.Om/ S2) を超えない場合で

あっても日振動ばく露対策鍍 (2.5m/ s')を超える場合には振動ばく露時間の抑

制、低振動の振動工具の選定等の対策に努めること。

ウ 日振動ばく露限界値 (5.0m/s2
) に対応した 1日の振動ばく露時間(以下「振

動ばく露限界時間JTしとし寸。)を次式又は別紙2の表等により算出し、これ

が2時間を超える場合には、当面、 1日の振動ばく露持問を 2時間以下とする

こと。

振動ばく露限界欄ト乎[時間 l
(a [m/s2Jは周波数補五振動加速度実効備の 3軸合成値)

ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示し

た持期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工兵の「周波数

補正振動加速度実効値の 3軸合成値Jaを、点検・整備の前後を含めて測定・

算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値

に対応したものとなるときは、この限りでないこと o

なお、この場合であっても I日のばく露時間を4時間以下とすることが望ま

しし、こと。

エ 使用する振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値」が把握で

きないものは、類似の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の 3軸合成値j

aを参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが 2時間を超える場合には、 1

日の振動ばく露時間を 2時間以下のできる限り短時間とすること。

( 3 )作業の性格上、同一の作業者が同一現場で連続して作業を行うことが不可欠で

ある場合でかつ日振動ばく露量が 5.Om/ s'を超える場合には、 1週間の作業の計画

を作成した上で、振動ばく露を 1日8時間 5日(週40時間)として算出し、日

振動ばく露量A(8)を 5.0m/s'以下とする 1日のばく露許容時間としてもやむを得

ないこと。

(4 )事業者は、作業開始前に、 ( 2 )ウ及びエに基づき使用する振動工具の 1日当た

りの振動ばく露限界時間から、 1日当たりの振動ばく露時間を定め、これに基づき、

具体的な振動工具を用いた作業の計画を作成し、書面等により労働者に示すこと。

なお、事業者は、同一労働者が 1日に複数の振動ヱ具(チェーンソーを含む。)

を使用する場合には、個々の振動工具{チェーンソーを含む。)ごとの「周波数

補正振動加速度実効値の 3軸合成値J等から、次式により当該労働者の日振動ば

く露量A(8)を求めること。

何人l士エ (a~v川



露量凶)==引(田)FidS21
(ahv (rms) iは 1番目の作業の 3軸合成値、 T;は 1番目の作業のばく露時間、

nは作業の合計数、 T，は n個の作業の合計ばく鷲時間)

( 5) 1の(1)に掲げる業務のうち、金属又は岩石のはつり、かしめ、切断、

鋲打及び削孔の業務については、一連続の振動ばく露時間の最大は、おおむ

ね 10分以内とし、一連続作業の後 5分以上の休止時聞を設けること O また、

作業の性質上、ハンドソレ等を強く撮る場合又は工具を強く抑える場合には、

一連続の振動ばく露時間を短縮し、かつ、休止時間の延長を図ること。

( 6) 1の(2 )から(8 )までの業務について、一連続の振動ばく露時間の最

大は、おおむね 30分以内とし、一連続作業の後 5分以上の休止時間を設け

ること。

4 工具の操作時の措霞

( 1 )工具の操作方法

ア ハンドル等以外の部分は、持たないこと。

イ ハンドル等は、過度に強く握らず、かつ、強く押さないこと。

ウ さく岩機等により高Ij孔、掘さく、はつり等を行うとき(特に、削干しの際

始時)は、たがねを手で保持しないこと。

なお、作業の性質上、たがねな固定する必要がある場合は、適切な補助

具を用いること。

また、下向きの削孔、掘さく等を行うときは、軽くひじを曲げできるだ

けカを抜いて工具を保持するようにすること。

( 2 )作業方法

ア ハンドル等を過度に強く握る作業方法、手首に強くカを入れる作業方

法、腕を強く曲げてヱ具の重量を支える作業方法等の筋の緊張を持続させ

るような作業方法は避けること。

イ 肩、日夏、腰等手以外の部分で工具を押す等工具の振動が直接身体に伝わ

る作業方法は、避けること。

ウ 振動工具安使用する労働者が、当該振動工具の排気を直接吸い込むおそれ

のある作業方法は、避けること。

( 3 )振動工具の支持

振動工具の重量を手で支えて使用する工具は、できる限りアーム、支持台、

スプリングパランサー、カウンターウエイト等により支持すること。

(4 )被加工物の支持について

1の(6 )に掲げる業務を行うときは、できる限り被加工物をワークレス

トで支えて研削すること。



5 たがね等の選定及び管理

たがね、カッタ一等は、加工の目的、被加工物の性状等に適合したものな選

定し、かっ、適切に整備されたものを使用すること。

なお、適切な整備のためには、集中的な管理が望ましいこと o

6 圧縮空気の空気系統に係る措重量

(1)送気圧を示す圧力計をホースの分岐部付近に取り付け、定められた空気圧

の範関内で振動工具を使用すること。

( 2 )配管に、適切なドレン抜きを取り付け、必要に応じて圧縮空気のドレンを

排出すること。

7 点検・整備

(1)振動工具を製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により定期

的に点検・整備し、常に最良の状態に保つようにすること。

( 2)振動工具を有する事業場については「振動工具管理費任者Jを選任し、振動工

具の点検・整備状況を定期約に確認するとともに、その状況を記録すること。

8 作業標準の設定

振動工具の取扱い及び整備の方法並びに作業の方法について、適正な作業標

準を具体的に定めること。

9 施設の整備

( 1 )休憩設備等

ア 屋内作業の場合には、適切な暖房設備在有する休憩、室を設けること。

イ 屋外作業の場合には、有効に利用することができる休憩の設備を設

け、かつ、暖房の措置を講ずること。

ウ 手洗等のため温水宏供給する措置を講ずることが望ましいこと。

( 2 )衣服等の乾燥設備

湧水のある坑内等において衣服が濡れる作業を行う場合には、衣服を乾燥

するための設備の設置等の措置を講ずること。

10 保護具の支給及び使用

(1)紡振保護具

車大震の厚い防振手袋等を支給し、作業者に使用させること。

( 2 )防音保護具

9 0 dB (A)以上の騒音を伴う作業の場合には、作業者に茸栓又は耳覆いを

支給し、使用させること。

11 体操の実施



作業開始時及び作業終了後に手、腕、肩、綬等の運動を主体とした体操を行

うこと。なお、体操は、作業中も随時行うことが望ましいこと。

12 健康診断の実施及びその結果に基づく措置

昭和 49年 1Jl 2 8日付け基発第 45号「振動工具(チエンソ一等を除く。)

の取扱い等の業務に係る特殊健康診断についてj、昭和 50年 10月 20日付

け基発第 609号「振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断の実施手技につ

いて」及び昭和 50年 10月20日付け茎発第 610号「チエンソー取扱い業

務に係る健康管理の推進について」の別添「チエンソー取扱い業務に係る健康

管理指針Jに基づき健康診断の実施及び適切な健康管理を行うこと o

13 安全衛生教育の実施

作業者を新たに振動業務に就かせ、又は作業者の取り扱う振動工具の種類を

変更したときは、当該作業者に対し、振動が人体に与える影響、日振動ばく

露量A(8)に基づく振動ばく露限界時間等の工具の適正な取扱い及び管理方法

についての教育を行うこと。



(別紙 1) 

チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務

に係る振動障害予防対策指針対象工具

(1)ピストンによる打撃機構を有する工具(①さく岩機、②チッヒoングハンマー、

③日ペッティングハンマー、④コーキングハンマー、⑤ハンドハンマ一、⑥ベビ

ーハンマー、⑦コンクリートブレーカー、③スケーリンク、ハンマー、⑨サンドラ

ンマー、⑬ヒ。ックハンマー、⑪多針タガネ、⑫オートケレン、⑬電動ノ¥ンマー)

( 2 )内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの) (①エンジンカッタ}、②ブッ、ンュ

クリーナー)

( 3 )携帯用皮はぎ機等の回転工具((5)を除く。) (①携帯用皮はぎ機、②サン

ダー、③パイプレーションドリル)

(4 )携帯用タイタンパ一等の振動体内蔵工具(①携帯用タイタンパー、②コン

クリートバイブレーター)

( 5 )携帯用研自Ij盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型

式の研削探(使用する研削といしの直径が 150mmを超えるものに限る。)

( 6 )卓上用研削猿又は床上用研削盤(使用するといしの夜径が 150酬を超える

ものに絞る。)

(7)締付工具(①インパクトレンチ)

( 8 )往復動工具(①パイプレーションシャー、②ジグソー)
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届遍 振動ばく露限界値 (5.Om/s2: S振動ばく露量 A(8))以下で 3(2)ウ本文の場合
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別記

(製造者団体)

社団法人林業機械化協会

社団法人自動車技術会

財団法人日本規格協会

日本工具工業会

社団法人日本工作機械工業会

社団法人日本ねじ工業会

社団法人日本ばね工業会

社団法人日本パルフー工業会

社団法人日本フルードパワ}工業会

社団法人臼本ベアリング工業会

日本チェーンソ)協会

社団法人日本電機工業会

(輸入者団体)

社団法人日本貿易会

全国中小貿易業連盟


